
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四

十
三
号
）

一

そ
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
後
八
週
間
以
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該

承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が

一
箇
月
以
下
の
も
の
を
し
て
い
る
期
間
を
、
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
か
ら
除
算
し
な
い
こ
と
と

し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
四
号
）

一

大
会
議
室
等
の
利
用
の
許
可
の
申
請
書
は
、
令
和
四
年
九
月
一
日
以
後
等
に
提
出
す
る
も
の
と
し

た
。

二

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
等
の
利
用
料
金
の
基
準
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


